農地法第５条の規定による許可申請書
　　年　　　月　　　日
吉野ヶ里町農業委員会会長　様
譲渡人・貸付人　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署または記名押印）
譲受人・借受人　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ㊞
（自署または記名押印）
下記によって転用のため農地(採草放牧地)の権利を移転・設定したいので、農地法第５条の規定によって許可

を申請します。
記
１　転用の目的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
２　許可を受けようとする土地について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神埼郡吉野ヶ里町
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	５資金調達

について

の計画
	　資金所要額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　土地代金　　農地　　　　　　　　　　　　　　千円
　　総事業費　　　　　　　　　　　　　　千円　　　内訳　　　　　　　　その他の土地　　　　　　　　　　千円
自己資金　　　　　　　　　　　　　　千円　　　　　　　整地費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円
　　借入金　　　　　　　　　　　　　　　千円　　　　　　　建設費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円
　　(借入先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)　　　 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　千円

	６転用する
　ことによ
　って生ず

　る付近の

土地・作

　物・家畜

　等の被害

　防除施設

　の概要
	東‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西‥

南‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北‥

	
	(1)申請地の造成計画の内容
ア　盛土を行う(最高　　　　　　　　ｍ、最低　　　　　　　　ｍ)　　　　　　イ　切土を行う(最高　　　　　　　　ｍ、最低　　　　　　　　ｍ)
ウ　現状のまま利用する
(2)上記(1)に伴う被害防除措置
ア　土留め工事をする　　　　　　イ　擁壁を設ける　　　　　　ウ　法面保護をする　　　　　　エ　緩衝地を設ける　
オ　防護柵を設ける　　　　　　　　カ　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
(3)近傍農地の日照、通風、耕作等に著しい影響を及ぼすおそれを生じさせないための措置
ア　緑地、緩衝地を設ける(幅　　　　　　　　　　　ｍ程度)　　　　イ　建物の高さを加減する(高さ　　　　　　　　　　　ｍ程度)
ウ　隣接農地への通路を確保する　　　　　　　　　　　　　　　　エ　その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
(4)排水計画
①　雨水排水　　　　　ア　地下浸透　　　　イ　河川・水路放流　　　　　ウ　道路側溝放流
②　生活雑排水　　　　ア　合併浄化槽　（放流先：　①河川・水路　　　②道路側溝　　　③その他（　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　　　　　　　　イ　くみ取り　　　　ウ　公共下水道　　エ 農業集落排水　　オ　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

	７その他
　参考事項
	○都市計画法　　　　・開発行為許可　　　・開発行為変更届　・開発行為事前協議（町）
○道路法　　　　　　・工事施工承認　　　・占用許可　　　・その他（　　　　　　　）
○河川法　　　　　　・工作物設置許可　　・占用許可
○建築基準法　　　　・建築確認
○再エネ法　　　　　・事業計画認定
○森林法　　　　　　・林地開発許可
○文化財保護法　　　・埋蔵文化財発掘届　　　・その他（　　　　              　 　）
○建設業法　　　　　・許可証（有効期限：令和　　年　　月　　日）
○宅地建物取引業法　・免許証（有効期限：令和　　年　　月　　日）
○法定外公共物　　　・占用許可（ 道路 ・ 水路 ・ その他（　　　　　　　　　　　　））　

　　　　　　　　　　・設置／改造／除却（ 道路 ・ 水路 ・ その他（　　　　　　　　））

　　　　　　　　　　・付替／用途廃止（ 道路 ・ 水路 ・ その他（　　　　　　　））　


